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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面側に遊技領域が形成されると共に縁部が枠部材により囲まれた遊技盤と、その遊技
盤に配設される構成部品と、前記遊技盤を裏面側から覆うカバー部材とを備えた遊技機に
おいて、
　前記遊技盤の裏面側には、
　遊技内容に応じて球を払い出す払出機構が設けられる機構盤と、
　その機構盤を前記遊技盤の裏面側に対して回動可能に取り付けると共に、前記枠部材に
設けられ前記遊技盤の裏面側の一辺に沿って位置する複数の回動取付部と、
　前記機構盤に設けられる係着部材と係着して前記機構盤を前記遊技盤の裏面側に係止す
ると共に、前記枠部材に設けられ前記回動取付部が位置する一辺に対向する他辺に位置す
る係止部と、
　接続線との電気的接続に使用されるコネクタが搭載された遊技の制御を行う制御基板が
収容され、その制御基板の前記コネクタに対するコネクタ開口が設けられた基板ボックス
と、
　前記機構盤と遊技盤との間に配設されるベース板に設けられ、前記カバー部材を前記遊
技盤の裏面側に連結する第１連結部とが設けられ、
　前記カバー部材には、前記ベース板に設けられる第１連結部に対応して第２連結部が設
けられ、
　封止手段によって前記第１連結部および第２連結部を連結封止することで、前記カバー
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部材が固着されるものであり、
　前記カバー部材が固着された状態では、
　少なくとも基板ボックスの前記コネクタ開口に臨む前記コネクタ及び配線が、前記カバ
ー部材によって覆われると共に、前記第１及び第２連結部に隣接する前記機構盤の一部が
前記カバー部材と重なり前記カバー部材と前記機構盤とが当接し、
　前記第１及び第２連結部と前記係止部とが、前記他辺のほぼ直線上で且つ、重ならない
位置に配設されることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤の裏面側を覆うカバー部材を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　球を遊技領域へ打ち込んで遊技を行うパチンコ機などの遊技機では、遊技盤の裏面側に
配設される主制御基板によって、遊技盤に設けられる図柄作動口、普通入賞口および特定
入賞口（大入賞口）などの入賞装置や、複数種類の図柄を変動表示可能な表示装置等が制
御される。
【０００３】
　これらの入賞装置や表示装置は、遊技盤に貫通形成された複数の配設穴に配設されてお
り、遊技盤の裏面側は取着されるカバー部材によって覆われている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技機では、遊技盤の裏面側に配設される主制御基板のコネクタ
等に容易に接触することが可能であり、不正行為が行われてしまう怖れが有るという問題
点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、主制御基板の
コネクタ等に不正行為が行われることを抑制することができる遊技機を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、表面側に遊技領域が形成されると
共に縁部が枠部材により囲まれた遊技盤と、その遊技盤に配設される構成部品と、前記遊
技盤を裏面側から覆うカバー部材とを備えており、前記遊技盤の裏面側には、遊技内容に
応じて球を払い出す払出機構が設けられる機構盤と、その機構盤を前記遊技盤の裏面側に
対して回動可能に取り付けると共に、前記枠部材に設けられ前記遊技盤の裏面側の一辺に
沿って位置する複数の回動取付部と、前記機構盤に設けられる係着部材と係着して前記機
構盤を前記遊技盤の裏面側に係止すると共に、前記枠部材に設けられ前記回動取付部が位
置する一辺に対向する他辺に位置する係止部と、接続線との電気的接続に使用されるコネ
クタが搭載された遊技の制御を行う制御基板が収容され、その制御基板の前記コネクタに
対するコネクタ開口が設けられた基板ボックスと、前記機構盤と遊技盤との間に配設され
るベース板に設けられ、前記カバー部材を前記遊技盤の裏面側に連結する第１連結部とが
設けられ、前記カバー部材には、前記ベース板に設けられる第１連結部に対応して第２連
結部が設けられ、封止手段によって前記第１連結部および第２連結部を連結封止すること
で、前記カバー部材が固着されるものであり、前記カバー部材が固着された状態では、少
なくとも基板ボックスの前記コネクタ開口に臨む前記コネクタ及び配線が、前記カバー部
材によって覆われると共に、前記第１及び第２連結部に隣接する前記機構盤の一部が前記
カバー部材と重なり前記カバー部材と前記機構盤とが当接し、前記第１及び第２連結部と
前記係止部とが、前記他辺のほぼ直線上で且つ、重ならない位置に配設される。



(3) JP 4453784 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【０００７】
　本発明の遊技機によれば、表面側に遊技領域が形成された遊技盤と、その遊技盤に配設
される構成部品と、遊技盤を裏面側から覆うカバー部材とを備えており、そのカバー部材
が固着された状態では、少なくとも基板ボックスのコネクタ開口に臨むコネクタ及び配線
が、カバー部材によって覆われるので、制御基板のコネクタに不正行為が行われることを
抑制することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の遊技機の一実施例であるパチンコ機における前面枠及び遊技盤の裏面図
である。
【図２】セーフ球集合カバーの裏面図である。
【図３】（ａ）は、役物カバーの裏面図であり、（ｂ）は、その下面図である。
【図４】機構盤の裏面図である。
【図５】（ａ）は、機構盤が前面枠（遊技盤）に対して開放された状態におけるパチンコ
機の横断面図であり、（ｂ）は、機構盤が前面枠（遊技盤）に対して閉鎖された状態にお
けるパチンコ機の横断面図である。
【図６】パチンコ機の裏面図である。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線における部分的な拡大横断面図である。
【図８】図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線におけるパチンコ機の横断面図である。
【図９】第２実施例のパチンコ機に使用される遊技盤の下面図である。
【図１０】（ａ）は、第３実施例のパチンコ機の裏面を部分的に拡大視した拡大裏面図で
あり、（ｂ）は、（ａ）のＢ－Ｂ線における縦断面図である。
【図１１】第４実施例のパチンコ機における部分的な拡大横断面図である。
【図１２】第５実施例のパチンコ機に使用されるセーフ球集合カバーの裏面図である。
【図１３】第５実施例のパチンコ機における部分的な拡大横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図１は、本発
明の遊技機の一実施例であるパチンコ機Ｐにおける前面枠１及び遊技盤２の裏面（背面）
図である。前面枠１は、パチンコ機Ｐ（図６参照）の前面外周に周設される枠状体であり
、合成樹脂材料で略矩形額縁状に形成されている。
【００１０】
　前面枠１の上側縁部には梁状の上縁フレーム１ａが設けられ、この上縁フレーム１ａの
左右両端には、前面枠１の左右両縁部を構成する一対の側縁フレーム１ｂ，１ｃの上端が
連設されている。この一対の側縁フレーム１ｂ，１ｃの下端には略板状の下縁フレーム１
ｄの左右両端が連設されており、これらの各フレーム１ａ～１ｄにより囲まれた部分には
遊技盤２の外形に適合した略矩形状の収納空間１ｅが設けられている。
【００１１】
　収容空間１ｅの側縁フレーム１ｂ側の縁部には一対の挿嵌穴１ｆ，１ｆが凹設されてい
る。この一対の挿嵌穴１ｆ，１ｆは、後述する機構盤１０に取り付けられた係着具１８，
１８（図４参照）が係合される穴であり、側縁フレーム１ｂの上側および下側部分にそれ
ぞれ１つずつ凹設されている。一方、前面枠１の側縁フレーム１ｃには、その上側および
下側部分に後述する機構盤１０のヒンジピン１０ｂ，１０ｂが回動可能に軸支されるピン
係合部１ｇ，１ｇが１つずつ設けられている。
【００１２】
　遊技盤２は、木製の合板等で略矩形平板状に形成されており、前面枠１の収容空間１ｅ
に着脱可能に収容されている。遊技盤２の裏面２ａには、遊技盤２の板厚方向（図１の紙
面に対する垂直方向）へ貫通した複数の配設穴２ｂ～２ｅが穿設されている。配設穴２ｂ
は、遊技盤２の略中央部分に設けられており、この配設穴２ｂには複数種類の識別情報と
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しての図柄等を表示する可変表示装置（図示せず）が配設される。
【００１３】
　また、配設穴２ｃは、第１種始動口（普通電動役物に係る入賞口）を備えた入賞装置（
図示せず）が配設される穴であり、配設穴２ｄ，２ｄは、普通入賞口をを備えた入賞装置
（図示せず）が配設される穴であり、配設穴２ｅは、大入賞口を備えた可変入賞装置（図
示せず）が配設される穴である。以下、配設穴２ｂ～２ｅに配設される可変表示装置およ
び各種入賞装置のことを「構成部品群」と称す。
【００１４】
　これらの配設穴２ｂ～２ｅに構成部品群が配設されることにより、構成部品群に接続さ
れる接続線（構成部品の露出部分）が遊技盤２の裏面２ａ側に導出されるのである。また
、この遊技盤２の裏面２ａには、配設穴２ｃ～２ｅに配設される各種入賞装置の入賞口へ
入賞した球を遊技領域２ｆの外部へ排出するため、合成樹脂材料等で形成されたセーフ球
集合カバー３が取着されている。
【００１５】
　セーフ球集合カバー３は、主に、略平板状に形成されたベース板３ａを備え、このベー
ス板３ａは遊技盤２の配設穴２ｂの周囲を囲むようにして、遊技盤２の裏面２ａに取着さ
れている。このベース板３ａの下側部分であって配設穴２ｂの下方には、各種入賞装置へ
入賞した球が通過可能な通路を有する球集合樋３ｂが設けられており、この球集合樋３ｂ
により入賞球を遊技領域２ｆの外部へ排出することができるのである。
【００１６】
　セーフ球集合カバー３が取着された遊技盤２の裏面２ａには、セーフ球集合カバー３の
一側（図１右側）を覆うように役物カバー９（図３参照）を支持するカバー支持部材３ｃ
が取着されており、セーフ球集合カバー３の他側（図１左側）には一対の封印ボス３ｅ，
３ｅが設けられている。なお、カバー支持部材３ｃの上側および下側部分には、役物カバ
ー９のヒンジピン９ｄ，９ｄが回動可能に軸支されるピン係合部３ｄ，３ｄがそれぞれ１
つずつ設けられている。
【００１７】
　ここで、図２を参照して、セーフ球集合カバー３における一対の封印ボス３ｅ，３ｅに
ついて説明する。図２は、セーフ球集合カバー３の裏面図である。図２に示すように、一
対の封印ボス３ｅ，３ｅは、ベース板３ａの左縁部分（図２左側）にそれぞれ設けられて
おり、ベース板３ａと一体的にそれぞれ形成されている。この一対の封印ボス３ｅ，３ｅ
は、ベース板３ａの上側および下側部分にそれぞれ１つずつ設けられ、ベース板３ａから
図２の紙面に対する垂直方向手前側へ向けて突出されている。
【００１８】
　この一対の封印ボス３ｅ，３ｅの突出側の端面（図２の手前側端面）には、略円形状の
挿嵌穴３ｆがそれぞれ１つずつ形成されている。この各挿嵌穴３ｆ，３ｆは、役物カバー
９に取着される係着具１５のロック部材１５ｂ（図３参照）が挿嵌されて係合される穴で
あり、このロック部材１５ｂを挿嵌穴３ｆに係合することにより役物カバー９をセーフ球
集合カバー３に係着することができるのである（図８参照）。また、各封印ボス３ｅ，３
ｅの突出側の端面には、各挿嵌穴３ｆ，３ｆに隣接して略円形状のねじ穴３ｇがそれぞれ
１つずつ凹設されている。この各ねじ穴３ｇ，３ｇは、役物カバー９を遊技盤２の裏面２
ａに開放不可能に封印する場合に、役物カバー９の各封印リブ９ｅ，９ｅをセーフ球集合
カバー３の各封印ボス３ｅ，３ｅにねじ止めして連結するための穴である。
【００１９】
　図１に戻って説明する。セーフ球集合カバー３のベース板３ａには、配設穴２ｂの左側
部分にサブ制御基板ボックス取付ベース４が取着され、このサブ制御基板ボックス取付ベ
ース４にはランプ制御基板ボックス５及び音声制御基板ボックス６が着脱可能に取着され
ている。ここで、ランプ制御基板ボックス５は、前面枠１、遊技盤２、ガラス扉枠等に配
設されるランプの点灯又は消灯を制御するランプ制御基板を収容するものであり、音声制
御基板ボックス６は、遊技内容に応じてスピーカから発生される音声を制御する音声制御
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基板を収容するものである。尚、本実施例では、ランプ制御基板、音声制御基板、ガラス
扉枠およびスピーカの図示を省略している。
【００２０】
　また、セーフ球集合カバー３のベース板３ａの上部には、構成部品群などから導出され
る接続線を中継するための中継基板７が取着されており、この中継基板７の右側上部には
、パチンコ機Ｐと台管理装置（図示せず）とを電気的に接続するための外部端子板８が取
着されている。
【００２１】
　図３（ａ）は、役物カバー９の裏面図であり、図３（ｂ）は、その下面図である。役物
カバー９は、遊技盤２の裏面２ａ側に露出する配設穴２ｂ～２ｅや、セーフ球集合カバー
３及びサブ制御基板ボックス取付ベース４を介して遊技盤２の裏面２ａに取着されるラン
プ制御基板ボックス５及び音声制御基板ボックス６を覆うための部材である。
【００２２】
　図３（ａ）に示すように、役物カバー９は、合成樹脂材料等で形成されており、主に、
略矩形平板状に形成された覆蓋板９ａと、その覆蓋板９ａの一側縁辺（図３（ａ）右側）
に立設される略平板状の側壁板９ｂと、覆蓋板９ａの他側縁辺（図３（ａ）左側）に立設
される略平板状の側壁板９ｃと、覆蓋板９ａの下側縁辺（図３（ａ）下側）に立設される
略平板状の下壁板９ｈと、覆蓋板９ａの上側縁辺（図３（ａ）上側）に立設される略平板
状の上壁板９ｋとを備え、これらの５枚の各板９ａ～９ｃ，９ｈ，９ｋにより略矩形椀状
に形成されている。
【００２３】
　側壁板９ｂの上側部分および下側部分には略Ｌ字状に形成されたヒンジピン９ｄ，９ｄ
がそれぞれ１つずつ設けられている。この一対のヒンジピン９ｄ，９ｄの先端部分は、上
述したカバー支持部材３ｃにおける一対のピン係合部３ｄ，３ｄに挿嵌可能に形成されて
おり、この一対のヒンジピン９ｄ，９ｄにより、役物カバー９をセーフ球集合カバー３（
遊技盤２）に対して開閉可能に支持することができるのである。
【００２４】
　一方、側壁板９ｃの上側および下側部分には略平板状の封印リブ９ｅ，９ｅがそれぞれ
１つずつ設けられている。この一対の封印リブ９ｅ，９ｅには、略円形状の取付穴９ｆが
それぞれ１つずつ穿設されている。この各取付穴９ｆ，９ｆは、後述する係着具１５のボ
タン部材１５ａ（図３（ｂ）参照）が嵌合され取付られる穴である。また、一対の封印リ
ブ９ｅ，９ｅには、各取付穴９ｆ，９ｆに隣接して略円形状の通穴９ｇがそれぞれ１つず
つ穿設されている。この各通穴９ｇ，９ｇは、役物カバー９をセーフ球集合カバー３に封
印する場合に、連結ねじ１６（図７参照）を挿入するための穴である。
【００２５】
　図３（ｂ）に示すように、封印リブ９ｅは、側壁板９ｃにおける覆蓋板９ａの連設端部
とは反対端部（図３（ｂ）左下側）に連設され、役物カバー９の外方（図３（ｂ）左側）
へ向けて延設されている。この封印リブ９ｅの取付穴９ｆには、係着具１５のボタン部材
１５ａが嵌合されている。この係着具１５は、セーフ球集合カバー３に役物カバー９を係
着する部品であり、パネルファスナとして汎用されるナイラッチ（登録商標）で構成され
ている。この係着具１５は、その円筒状に形成されたロック部材１５ｂを備えており、こ
のロック部材１５ｂ内にはボタン部材１５ａが摺動可能に挿嵌されている。ロック部材１
５ｂは、その先端部（図３（ｂ）下側端）に切り込みが設けられており、その外径方向へ
開閉可能に形成されている。
【００２６】
　役物カバー９の下壁板９ｈには、その下壁板９ｈにおける覆蓋板９ａの連設端部とは反
対端部（図３（ｂ）下側）に一対の略平板状の係合板９ｉ，９ｊが突設されている。この
一対の係合板９ｉ，９ｊは、後述する主制御基板ボックス１２のボックスカバー１２ｂに
凹設される係合穴１２ｄ，１２ｅと係合可能に形成されている。この各係合板９ｉ，９ｊ
がボックスカバー１２ｂの各係合穴１２ｄ，１２ｅと係合されることにより、主制御基板
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ボックス１２と役物カバー９とが結合されるのである。
【００２７】
　図４は、機構盤１０の裏面図である。機構盤１０は、賞球の払い出しを行う賞球払出装
置１１が搭載された部品であり、主に、合成樹脂材料等で略矩形額縁状に形成された本体
フレーム１０ａを備えている。本体フレーム１０ａの一側（図４右側）であって、その上
側および下側部分には、上述した前面枠１のピン係合部１ｇ，１ｇに回動可能に軸支され
るヒンジピン１０ｂ，１０ｂがそれぞれ１つずつ設けられている。このヒンジピン１０ｂ
，１０ｂは、機構盤１０を前面枠１の裏面側に開閉可能に軸支するための軸部材である。
【００２８】
　本体フレーム１０ａには、ヒンジピン１０ｂ，１０ｂ側とは反対側の縁部（図４左側）
、即ち、本体フレーム１０ａの左側縁部に一対の係着具１８，１８が取り付けられている
。この係着具１８は、上述した係着具１５と同種類の部品であり、前面枠１の挿嵌穴１ｆ
，１ｆに対応して、本体フレーム１０ａの左側縁部の上側および下側部分にそれぞれ１個
ずつ取り付けられている。この一対の係着具１８，１８が前面枠１の挿嵌穴１ｆ，１ｆに
係合されることによって、機構盤１０を前面枠１の裏面側に係着することができるのであ
る。尚、係着具１８は、上述した係着具１５と同種類の部品で構成されるので、その説明
を省略する。
【００２９】
　本体フレーム１０ａの略中央部分には、略矩形状の開口である開口窓１０ｃが本体フレ
ーム１０ａの厚さ方向（図４の紙面に対する垂直方向）に貫通形成されている。この開口
窓１０ｃは、前面枠１に取着された機構盤１０によって遊技盤２の裏面２ａが覆われた場
合に、セーフ球集合カバー３の一部を機構盤１０の裏面側に露出させるための開口であり
、この開口窓１０ｃから配設穴２ｂ～２ｅに配設される構成部品群、カバー支持部材３ｃ
のピン係合部３ｄ，３ｄ、並びに、ランプ制御基板ボックス５及び音声制御基板ボックス
６が機構盤１０の裏側に露出される。また、開口窓１０ｃの左側縁部には補強梁１０ｄが
設けられており、この補強梁１０ｄによって本体フレーム１０ａの剛性強度が補強されて
いる。
【００３０】
　機構盤１０の本体フレーム１０ａの上部には賞球が一旦貯留される賞球タンク１０ｅが
配設され、この賞球タンク１０ｅの下方には賞球タンクレール１０ｆが連設されている。
賞球タンクレール１０ｆは、賞球タンク１０ｅへ供給された球を賞球として払い出す賞球
払出装置１１へ導くものであり、賞球払出装置１１は賞球タンクレール１０ｆの下流側端
部に連設されている。
【００３１】
　機構盤１０の開口窓１０ｃの下縁部分には主制御基板ボックス１２が配設されている。
主制御基板ボックス１２は、パチンコ機Ｐにおける遊技全体の制御を行う主制御基板１３
を収容するものであり、透明な合成樹脂材料等で略中空箱状体に形成されている。この主
制御基板ボックス１２は、主に、ボックスベース１２ａと、そのボックスベース１２ａに
被せられ覆設されるボックスカバー１２ｂとを備え、ボックスベース１２ａ及びボックス
カバー１２ｂは、いずれも略矩形皿状に形成されている。主制御基板ボックス１２によれ
ば、ボックスベース１２ａ及びボックスカバー１２ｂを重ね合わせて合致（合体）させる
ことにより、主制御基板１３を収容して被包することができるのである。
【００３２】
　また、主制御基板ボックス１２は、機構盤１０の本体フレーム１０ａの裏面に取着され
た主制御基板ボックス取付ベース１４によって機構盤１０に着脱可能に取着されている。
主制御基板ボックス取付ベース１４は、金属材料等で構成されており、主制御基板ボック
ス１２を主制御基板ボックス取付ベース１４に対して図４の矢印Ｚ方向へスライド移動さ
せることによって、ボックスベース１２ａと係合されて、主制御基板ボックス１２を保持
している。
【００３３】
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　ボックスカバー１２ｂの上縁部分（図４上側）には、主制御基板１３に搭載される複数
のコネクタ１３ａに対応して複数（９個）の略長方形状のコネクタ口１２ｃが開口形成さ
れている。これらの複数のコネクタ口１２ｃからは、主制御基板１３の各コネクタ１３ａ
が主制御基板ボックス１２の外部に突出（露出）されており、これらの各コネクタ１３ａ
を介して、主制御基板１３に接続線を接続することができるのである。なお、これらの複
数のコネクタ１３ａに接続される接続線を介して、主制御基板１３は、遊技盤２に配設さ
れる構成部品群、ランプ制御基板および音声制御基板などと電気的に接続されるのである
。
【００３４】
　また、ボックスカバー１２ｂには一対の略長方形状の係合穴１２ｄ，１２ｅが凹設され
ている。この一対の係合穴１２ｄ，１２ｅは、上述した役物カバー９の係合板９ｉ，９ｊ
に対応して凹設されており、かかる係合板９ｉ，９ｊと係合可能に形成されている。この
各係合板９ｉ，９ｊがボックスカバー１２ｂの各係合穴１２ｄ，１２ｅに係合されること
により、主制御基板ボックス１２と役物カバー９とを結合することができる。
【００３５】
　この結合によって、主制御基板ボックス１２の反矢印Ｚ方向へのスライド移動が防止さ
れ、主制御基板ボックス１２が主制御基板ボックス取付ベース１４に対して所定の位置に
位置決めされるのである。しかも、かかる場合において、役物カバー９がセーフ球集合カ
バー３に封印されると、役物カバー９を介して主制御基板ボックス１２を主制御基板ボッ
クス取付ベース１４に取り外し不可能な状態で封印することができるのである。
【００３６】
　図５（ａ）は、機構盤１０が前面枠１（遊技盤２）に対して開放された状態におけるパ
チンコ機Ｐの横断面図であり、図５（ｂ）は、機構盤１０が前面枠１（遊技盤２）に対し
て閉鎖された状態におけるパチンコ機Ｐの横断面図である。なお、図５では、セーフ球集
合カバー３に設けられる球集合樋３ｂの図示を省略している。
【００３７】
　図５（ａ）に示すように、機構盤１０は、前面枠１のピン係合部１ｇに軸支されたヒン
ジピン１０ｂを回動中心として、前面枠１の裏面側に開閉可能に取着されている。この機
構盤１０によれば、ヒンジピン１０ｂを回転中心として遊技盤２の裏面２ａ側へ向けて回
動されると、その機構盤１０が前面枠１に対して閉鎖され、図５（ｂ）に示す状態となる
。なお、遊技盤２の裏面２ａの反対面（前面）側には、球が打ち込まれる遊技領域２ｆが
形成されている。
【００３８】
　図５（ｂ）に示すように、機構盤１０が閉鎖された状態では、サブ制御基板ボックス取
付ベース４に取着されたランプ制御基板ボックス５、音声制御基板ボックス６、及び、カ
バー支持部材３ｃのピン係合部３ｄが開口窓１０ｃから機構盤１０の裏面側（図５（ｂ）
上側）に露出されている。また、機構盤１０の補強梁１０ｄは、サブ制御基板ボックス取
付ベース４とセーフ球集合カバー３の封印ボス３ｅとの間に位置され、その封印ボス３ｅ
に沿うように並設されている。
【００３９】
　図６は、本発明の一実施例であるパチンコ機Ｐの裏面図であり、役物カバー９がセーフ
球集合カバー３に封印された状態を図示している。図６に示すように、役物カバー９は、
そのヒンジピン９ｄ、９ｄが機構盤１０の開口窓１０ａから露出されたカバー支持部材３
ｃのピン係合部３ｄ，３ｄにより軸支されることによって、機構盤１０の裏面側に配設さ
れている。この機構盤１０の開口窓１０ａのほぼ全域は役物カバー９によって覆われてお
り、その結果、遊技盤２の配設穴２ｂ～２ｅに配設される構成部品群、主制御基板ボック
ス１２の外部に突出された各コネクタ１３ａが役物カバー９で覆い隠されている。しかも
、かかる役物カバー９は、その封印リブ９ｅ，９ｅがセーフ球集合カバー３の封印ボス３
ｅ，３ｅに合致され、セーフ球集合カバー３に封印されている。
【００４０】
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　図７は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線における部分的な拡大横断面図であり、セーフ球集合
カバー３の封印ボス３ｅと役物カバー９の封印リブ９ｅとを拡大視している。図７に示す
ように、封印リブ９ｅの通穴９ｇには、連結ねじ１６が挿入されている。この連結ねじ１
６は、例えば、十字穴付木ねじで構成されており、主に、十字穴が上端面に凹設された頭
部１６ａと、外周におねじが刻設された軸部１６ｂとを備えている。この連結ねじ１６は
、その軸部１６ｂが封印ボス３ｅのねじ穴３ｇにねじ込まれ螺合される一方、頭部１６ａ
が通穴９ｇの縁部と係合されることによって、封印ボス３ｅと封印リブ９ｅとを連結して
いる。
【００４１】
　封印リブ９ｅの上面には、通穴９ｇに係合された頭部１６ａを覆い塞ぐように封印シー
ル１７が貼付され、この封印シール１７は封印リブ９ｅの側面と封印ボス３ｅの側面（図
７左側）とに跨って貼付されている。封印シール１７は、シート状の基材１７ａに特殊な
粘着層１７ｂが塗布されたシール材で構成されており、この封印シール１７が貼付された
後に剥がされると、粘着層１７ｂが基材１７ａから剥離して貼付部分に残存するように構
成されている。よって、一度剥がされた封印シール１７を再度貼付することができないの
で、封印シール１７が不正に剥がされた場合に役物カバー９の開封を容易に発見すること
ができる。
【００４２】
　図８は、図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線におけるパチンコ機Ｐの横断面図であり、セーフ
球集合カバー３の球集合樋３ｂの図示を省略している。図８に示すように、役物カバー９
の封印リブ９ｅには係着具１５が取り付けられている。この係着具１５によれば、役物カ
バー９が閉鎖されると、ロック部材１５ｂがセーフ球集合カバー３の挿嵌穴３ｆに挿嵌さ
れる。かかる状態でボタン部材１５ａが遊技盤２側（図８下側）へ向けて押し込まれると
、そのロック部材１５ｂの先端部（図８下端部）が外径方向へ開かれ拡大されて、挿嵌穴
３ｆ内に係合される。かかる挿嵌穴３ｆ内にロック部材１５ｂの先端部が係合されること
により、封印ボス３ｅと封印リブ９ｅとが連結され、セーフ球集合カバー３と役物カバー
９とが係着されるのである。尚、係着具１５による係着を解除する場合には、上述した操
作と逆の操作が行われる。
【００４３】
　このように、係着具１５を用いてセーフ球集合カバー３と役物カバー９とを着脱可能に
係着することによって、役物カバー９をセーフ球集合カバー３に仮止めすることができる
。かかる仮止めによって、役物カバー９が連結ねじ１６及び封印シール１７により封印さ
れる以前、例えば、パチンコ機Ｐの組立作業の際に役物カバー９が不用意に開放すること
を防止することができるのである。しかも、連結ねじ１６によって封印ボス３ｅと封印リ
ブ９ｅとを連結する場合には、各通穴９ｇと各ねじ穴３ｇとの位置を正確に合致させるこ
とができる。よって、連結ねじ１６を各通穴９ｇへそれぞれ挿入して、各ねじ穴３ｇへ容
易にねじ込むことができるとともに、連結ねじ１６の無理なねじ込みによる封印ボス３ｅ
や封印リブ９ｅの破損を防止することができる。
【００４４】
　また、機構盤１０の補強梁１０ｄは、セーフ球集合カバー３のベース板３ａと役物カバ
ー９との間、具体的にはベース板３ａと側壁板９ｃの封印リブ９ｅ側（図８下側）端部と
の間に挟持されている。このため、役物カバー９がセーフ球集合カバー３に封印された場
合には、役物カバー９が開封されない限り、機構盤１０を開放することができない。よっ
て、役物カバー９の封印することで機構盤１０も一緒に封印することができるのである。
【００４５】
　次に、上記のように構成された役物カバー９の封印方法について説明する。まず、役物
カバー９のヒンジピン９ｄ，９ｄがカバー支持部材３ｃのピン係合部３ｄ，３ｄにそれぞ
れ軸支されると、役物カバー９がカバー支持部材３ｃに開閉可能に支持される。その後、
役物カバー９がヒンジピン９ｄ，９ｄを中心に遊技盤２の裏面２ａへ向けて閉鎖されると
、役物カバー９に取り付けられた係着具１５のロック部材１５ｂが封印ボス３ｅの挿嵌穴
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３ｆに挿嵌された後、一対の封印リブ９ｅ，９ｅがセーフ球集合カバー３の封印ボス３ｅ
，３ｅと当接される。この結果、役物カバー９により機構盤１０の開口窓１０ｃのほぼ全
域が覆われる。一方で、このようにして役物カバー９により開口窓１０ｃが覆われると、
機構盤１０の補強梁１０ｄは、セーフ球集合カバー３のベース板３ａと役物カバー９にお
ける側壁板９ｃの封印リブ９ｅ側（図８下側）端部との間に挟持される。
【００４６】
　その後、係着具１５のボタン部材１５ａが操作されてロック部材１５ｂが挿嵌穴３ｆに
係合される。このロック部材１５ｂの係合によって、役物カバー９が遊技盤２の裏面２ａ
に取着されたセーフ球集合カバー３に着脱可能に係着される。この係着によって、役物カ
バー９はセーフ球集合カバー３に着脱可能に仮止めされ、各通穴９ｇと各ねじ穴３ｇとの
位置が正確に合致される。この後、各ねじ穴３ｇと合致された各通穴９ｇには、連結ねじ
１６における軸部１６ｂの先端が挿入される。
【００４７】
　連結ねじ１６は、その頭部１６ａの十字穴にねじ回し工具の先端が係合されてねじ込み
方向へ回転されると、軸部１６ｂのおねじが各封印ボス３ｅの各ねじ穴３ｇへねじ込まれ
る。このねじ込みが完了すると、連結ねじ１６の頭部１６ａが通穴９ｇの縁部に係合され
、且つ、軸部１６ｂがねじ穴３ｇに螺合されて、各封印ボス３ｅと各封印リブ９ｅとが連
結される。その後、封印シール１７が封印リブ９ｅと封印ボス３ｅとに跨りつつ貼付され
て、この封印シール１７により通穴９ｇに係合された連結ねじ１６の頭部１６ａを覆い塞
がれる。この結果、役物カバー９が遊技盤２の裏面２ａに取着されたセーフ球集合カバー
３に封印されるのである（図６参照）。
【００４８】
　以上説明したように、本実施例のパチンコ機Ｐでは、遊技盤２の配設穴２ｂ～２ｅに配
設された構成部品群を遊技盤２の裏面２ａ側から覆う役物カバー９は、連結ねじ１６によ
り遊技盤２の裏面２ａに取着されるセーフ球集合カバー３に連結され、封印シール１７に
よりセーフ球集合カバー３に封印される。かかる封印によって、パチンコ機Ｐの出荷時等
に、役物カバー９の不正な開封が抑制されるので、その結果、遊技盤２の配設穴２ｂ～２
ｅに配設される構成部品群に不正行為が行われることを抑制することができるのである。
従って、例えば、配設穴２ｃ～２ｅに配設される入賞装置から導出される接続線に「ぶら
下げ基板」が接続されて、不当な賞球が払い出されるような不正行為を抑制することがで
きるのである。
【００４９】
　封印シール１７は、封印ボス３ｅ及び封印リブ９ｅに跨って貼付された後に剥がされる
と、粘着層１７ｂが基材１７ａから剥離して貼付部分に残存するので、一度剥がされた封
印シール１７を再度貼付することができず、封印シール１７が不正に剥がされた場合に役
物カバー９の開封を容易に発見することができる。しかも、粘着層１７ｂが貼付部分に残
存することによって、役物カバー９が開封された痕跡を残すことができるので、役物カバ
ー９の不正な開封を早期に発見することができる。
【００５０】
　主制御基板ボックス１２の各コネクタ口１２ｃから突出される各コネクタ１３ａは、役
物カバー９によって覆われるので、例えば、主制御基板１３の各コネクタ１３ａに「ぶら
下げ基板」を接続して遊技内容を変更する不正行為を抑制することができる。しかも、主
制御基板ボックス１２が取着される機構盤１０は、その補強梁１０ｄが役物カバー９とセ
ーフ球集合カバー３のベース板３ａとの間に挟持されるので、役物カバー９とともに機構
盤１０を遊技盤２の裏面２ａ側に一括して封印することができる。
【００５１】
　封印ボス３ｅ，３ｅは、遊技盤２の裏面２ａに取着されるセーフ球集合カバー３のベー
ス板３ａに一体的に形成されている。このため、セーフ球集合カバー３の取着作業と、封
印ボス３ｅの取着作業とを一括して行うことができるので、パチンコ機Ｐ全体としての組
立作業を簡素化することができるのである。
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【００５２】
　次に、図９から図１１を参照して、前記した実施例の変形例について説明する。以下、
第１実施例と同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略し、異なる部分のみを説
明する。図９は、第２実施例のパチンコ機に使用される遊技盤２０の下面図であって、そ
の一部を部分的に断面視している。第２実施例の遊技盤２０は、上記の第１実施例の遊技
盤２に対して、主制御基板ボックス１２をセーフ球集合カバー３（遊技盤２０）に取着し
、更に、主制御基板ボックス１２の取着位置の変更に応じて役物カバーの形状を変更した
ものである。
【００５３】
　図９に示すように、遊技盤２０では、その裏面２ａにセーフ球集合カバー３が取着され
、このセーフ球集合カバー３の球集合樋３ｂ裏面（図９の上面）に主制御基板ボックス取
付ベース１４が取着されている。この主制御基板ボックス取付ベース１４には、主制御基
板ボックス１２が取着され、この結果、主制御基板ボックス１２は、セーフ球集合カバー
３及び主制御基板ボックス取付ベース１４を介して、遊技盤２０の裏面２ａに取着されて
いる。
【００５４】
　主制御基板ボックス１２は、セーフ球集合カバー３に封印される役物カバー２１によっ
て、主制御基板ボックス１２の外部に突出される主制御基板１３のコネクタ（図９では図
示せず）が覆われている。しかも、遊技盤２０の裏面２ａの配設穴（図示せず）に配設さ
れる構成部品群は、第１実施例と同様に、役物カバー２１によって覆われるので、遊技盤
２に配設された構成部品群に役物カバー２１の外部から接触することを防止することがで
きる。
【００５５】
　また、ボックスカバー１２ｂの係合穴１２ｄ，１２ｅには、役物カバー２１の下壁板２
１ａに突設された一対の係合板９ｉ，９ｊが係合されるので、第１実施例と同様に、役物
カバー２１を開放しない限り、主制御基板ボックス１２を主制御基板ボックス取付ベース
１４から取り外すことができない。
【００５６】
　以上のように、第２実施例の遊技盤２０によれば、遊技盤２０に配設される構成部品群
や主制御基板１３のコネクタは、セーフ球集合カバー３に封印される役物カバー２１によ
って覆われるので、例えば、その遊技盤２０が単独で取引される場合や、遊技盤２０が工
場内に保管される場合に、構成部品群や主制御基板１３のコネクタに「ぶら下げ基板」を
接続するような不正行為を抑制することができるのである。
【００５７】
　図１０（ａ）は、第３実施例のパチンコ機３０の裏面を部分的に拡大視した拡大裏面図
であって、セーフ球集合カバー３１の封印ボス３ｅ及び役物カバー３２の封印リブ９ｅを
図示し、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＢ－Ｂ線における縦断面図である。第３実施例
パチンコ機３０は、第１実施例のパチンコ機Ｐに対して、封印ボス３ｅと封印リブ９ｅと
を南京錠等の施錠具３３によって封印したものである。なお、図１０（ａ）では、封印リ
ブ９ｅの取付穴９ｆに嵌合される係着具１５の図示を省略している。
【００５８】
　図１０（ａ）に示すように、役物カバー３２の封印リブ９ｅには略平板状の施錠板３２
ａが一体的に形成されている。この施錠板３２ａの略中央には円形状の施錠穴３２ｂが取
付穴９ｆの貫通方向と略同一方向（図１０（ａ）の紙面に対する垂直方向）に貫通して穿
設されている。一方、図１０（ｂ）に示すように、セーフ球集合カバー３１の封印ボス３
ｅには、役物カバー３２の施錠板３２ａに対応して、略平板状の施錠板３１ａが一体的に
形成されている。この施錠板３１ａには、施錠板３２ａの施錠穴３２ｂに対応して略円形
状の施錠穴３１ｂが施錠板３１ａの厚さ方向（図１０（ｂ）の左右方向）に貫通して穿設
されている。
【００５９】
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　施錠板３１ａ，３２ａの施錠穴３１ｂ，３２ｂには施錠具３３のフック部３３ａが通さ
れている。施錠具３３は、例えば、南京錠等で構成されている。この施錠具３３は、主に
、略逆Ｕ字状に屈曲形成されたフック部３３ａと、そのフック部３３ａがロックされる錠
本体３３ｂとを備え、この錠本体３３ｂにより施錠穴３１ｂ，３２ｂに通されたフック部
３３ａがロックされるのである。このように、セーフ球集合カバー３１に役物カバー３２
を施錠具３３により施錠することによって、両部材３１，３２を封印することもできる。
【００６０】
　錠本体３３ｂには、フック部３３ａのロック状態を解除する鍵穴（図示せず）が設けら
れており、この鍵穴に所定の鍵を挿入し回転させることによって、ロック部３３ｂのロッ
ク状態を解除することができる。このロック部３３ｂのロック状態解除によって、フック
部３３ａが施錠穴３１ｂ，３２ｂから抜き外し可能となり、施錠具３３によるセーフ球集
合カバー３１と役物カバー３２との封印が解かれるのである。
【００６１】
　図１１は、第４実施例のパチンコ機４０における部分的な拡大横断面図であり、セーフ
球集合カバー３の封印ボス３ｅと役物カバー９の封印リブ９ｅとを拡大視している。第４
実施例パチンコ機４０は、第１実施例のパチンコ機Ｐに対して、連結ねじを変更したもの
である。尚、図１１では、封印シール１７を２点鎖線で図示している。
【００６２】
　図１１に示すように、第４実施例のパチンコ機４０では、第１実施例のパチンコ機Ｐの
連結ねじ１６（図７参照）に代替して、連結ねじ４１を使用している。連結ねじ４１は、
例えば、すりわり付き木ねじの一種であり、主に、一文字状のすりわり（溝）４１ｃが上
端面に凹設された頭部４１ａと、外周におねじが螺刻された軸部４１ｂとを備えている。
頭部４１ａには、すりわり４１ｃが凹設された円柱状の上頭部４１ｄと、封印リブ９ｅに
凹設された円形状のザグリ４２に係合される円盤状の下頭部４１ｅと、上頭部４１ｄと下
頭部４１ｅとを連結する円柱状の連結部４１ｆとが設けられ、この連結部４１ｆの外径は
各頭部４１ｄ，４１ｅの外径より小さく形成されている。
【００６３】
　この連結ねじ４１によれば、すりわり４１ｃにねじ回し工具の先端が係合され回転され
ると、かかる回転に伴って軸部４１ｂがねじ穴３ｇにねじ込まれる。このねじ込みが完了
すると、下頭部４１ｅが封印リブ９ｅのザグリ４２に係合される。かかる係合後、ねじ回
し工具により上頭部４１ｄが更に回転されると、連結部４１ｆが剪断してねじ切られる。
この結果、連結ねじ４１から上頭部４１ｄが除去されるとともに、連結ねじ４１により封
印ボス３ｅと封印リブ９ｅとが連結されるのである。
【００６４】
　このように、連結ねじ４１では、封印ボス３ｅと封印リブ９ｅとの連結後、すりわり４
１ｃが凹設された上頭部４１ｄが除去されるので、連結ねじ４１を反ねじ込み方向へ回転
させることができず、連結ねじ４１を不正に取り外すことができない。よって、封印シー
ル１７の粘着層１７ｂが基材１７ａから剥離することなく剥がされたとしても、連結ねじ
４１を封印ボス３ｅのねじ穴３ｇから抜き取るとこが困難となり、役物カバー９が不正に
開封されることを防止することができるのである。
【００６５】
　図１２は、第５実施例のパチンコ機５０（図１３参照）に使用されるセーフ球集合カバ
ー５１の裏面図であり、図１３は、第５実施例のパチンコ機５０における部分的な拡大横
断面図であって、特に、セーフ球集合カバー５１の仕切リブ５２を拡大断面視している。
図１２に示すように、セーフ球集合カバー５１におけるベース板３ａの左側縁部（図１２
左側）には、板状の仕切リブ５２がベース板３ａから図１２の紙面に対する垂直方向手前
側へ向けて立設されている。この仕切リブ５２が立設されるベース板３ａの縁部は、上述
した一対の封印ボス３ｅ，３ｅが設けられた縁部であり、仕切リブ５２は、一方の封印ボ
ス３ｅ（図１２上側）下端からベース板３ａの左側縁辺に沿って他方の封印ボス３ｅ（図
１２下側）上端まで連続して立設されている。
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【００６６】
　図１３に示すように、仕切リブ５２は、ベース板３ａの左側縁部（図１３左側）に一体
的に形成されている。この仕切リブ５２は、ベース板３ａの縁部（図１３下側）から役物
カバー９側（図１３上側）へ向けて立設されおり、仕切リブ５２の役物カバー９側の端面
５２ａ（図１３上側）はベース板３ａと補強梁１０ｄとの対向面に生じる間隙Ｗより役物
カバー９側に位置されている。また、仕切リブ５２は補強梁１０ｄに沿って並置され、仕
切リブ５２の内面側（図１３右側）が補強梁１０ｄの外面１０ｄ１（図１３左側）と当接
されている。この結果、ベース板３ａと補強枠１０ｄとの対向面に生じる間隙Ｗは、仕切
リブ５２によって外面１０ｄ１側（図１３左側）から閉塞されている。
【００６７】
　以上説明したように、第５実施例のパチンコ機５０によれば、仕切リブ５２によって、
ベース板３ａと補強枠１０ｄとの対向面間に生じる間隙Ｗが閉塞されるので、仕切リブ５
２の外面側（図１３左側）から間隙Ｗへ可撓性を有するセル板や針金等が差し込まれて、
遊技盤２の配設穴２ｂ～２ｅに配設される構成部品群に不正行為が行われることを防止す
ることができる。よって、例えば、間隙Ｗから差し込まれるセル板や針金等により、大入
賞口や第１種始動口を開閉させるソレノイドが不正に操作されて、大入賞口や第１種始動
口が不正に開放されてしまうような不正行為を防止することができるのである。
【００６８】
　しかも、仕切リブ５２は、遊技盤２の裏面２ａに取着されるセーフ球集合カバー５１の
ベース板３ａに一体的に形成されるので、セーフ球集合カバー５１の取着作業と、仕切リ
ブ５２の取着作業とを一括して行うことができ、パチンコ機５０全体としての組立作業を
簡素化することができる。
【００６９】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に
推察できるものである。
【００７０】
　本実施例では、封印ボス３ｅはセーフ球集合カバー３のベース板３ａに一体的に形成さ
れたが、封印リブの配設位置は必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、前面枠１
における側縁フレーム１ｂの裏面側に設けても良く、また、セーフ球集合カバーのベース
板と別体に形成された封印ボスを遊技盤の裏面にねじ止めしても良い。かかる別体の封印
ボスを遊技盤の裏面にねじ止めする場合には、そのねじ止め箇所を、遊技盤の裏面におけ
る機構盤や役物カバーとの対向面に設けると良い。このようにすれば、役物カバーを開封
しない限り封印ボスのねじ止めが外されることがない。よって、例えば、ねじ止めされた
封印ボスが遊技盤の裏面から外されて、役物カバーが不正に開封されることを防止できる
。
【００７１】
　役物カバー９は、係着具１５による封印リブ９ｅと封印ボス３ｅとの係着によって、セ
ーフ球集合カバー３に位置決めや仮止めがなされたが、役物カバーの位置決めや仮止め手
段は必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、役物カバーの封印リブに位置決め突
起を設ける一方、その位置決め突起と係合可能な位置決め穴を封印ボスに設けて、かかる
位置決め穴に位置決め突起を係合するようにしても良い。即ち、封印リブの通穴と封印ボ
スのねじ穴とを確実に合致させ、且つ、未封印の役物カバーが不用意に開放することを防
止することができる構成であれば良い。
【００７２】
　また、本実施例では、遊技盤２の裏面２ａ側に取着されたカバー支持部材３ｃによって
役物カバー９を支持したが、かかる役物カバーの支持位置は必ずしもこれに限られるもの
ではなく、例えば、役物カバーを機構盤に開閉可能に支持しても良い。
【００７３】
　第１から第３及び第４実施例では、連結ねじ１６により封印ボス３ｅ，３ｅと封印リブ
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９ｅ，９ｅとを連結した後、封印シール１７を貼付することによって、役物カバー９をセ
ーフ球集合カバー３に封印したが、かかる役物カバーの封印手段は必ずしもこれに限られ
るものではなく、例えば、遊技機用の基板ボックスの封印手段として用いられるワンウェ
イねじによるカシメ、板バネ状の金具によるカシメ、又は、高周波ウェルダー等による熱
カシメを用いても良い。
【００７４】
　ワンウェイねじによるカシメを用いる場合には、例えば、ワンウェイねじ（連結部材）
の軸部先端に係止溝（係止部）を設け、その係止溝に填り込み可能なスナップリング（ス
トッパ部）を封印ボスのねじ穴内に抜き取り不可能な状態で埋設するのである。かかるワ
ンウェイねじによれば、その軸部が封印ボスのねじ穴にねじ込まれると、ワンウェイねじ
の頭部（係合部）が封印リブの通穴縁部に係合される一方、係止溝にスナップリングが填
り込む。この結果、ワンウェイねじが抜き取り不可能となるので、役物カバーとセーフ球
集合カバーとを確実に封印することができるのである。
【００７５】
　また、板バネ状の金具によるカシメを用いる場合には、例えば、板バネ状金具（連結部
材）の一端側に封印リブの通穴縁部と係合可能な係合部を設け、他端側に弾性変形可能な
係止突起（係止部）を設ける一方、その係止突起が引っ掛かる係止凹部（ストッパ部）を
封印ボスの内部に設けるのである。かかる板バネ状金具によれば、その他端側が封印ボス
の内部に挿入されると、板バネ状金具の係合部が封印リブの通穴縁部に係合される一方、
係止突起が封印ボスの係止凹部に引っ掛る。この結果、板バネ状金具が抜き取り不可能と
なるので、役物カバーとセーフ球集合カバーとを確実に封印することができるのである。
【００７６】
　更に、高周波ウェルダーによる熱カシメを用いる場合には、例えば、セーフ球集合カバ
ーの封印ボスに係合突起を突設する一方、役物カバーの封印リブに係合突起が貫通しつつ
挿入可能な係合穴を設け、係合突起の突出長さを封印リブの厚さより大きくするのである
。このように構成された役物カバーが閉じられると、係合穴に係合突起が貫通され、その
係合突起の先端が封印リブから突出される。この突起の先端を高周波ウェルダーにより潰
して、封印ボスと封印リブとをカシメるのである。このような熱カシメによれば、役物カ
バーが不正に開放された場合には熱カシメが破壊されるので、かかる不正な役物カバーの
開放行為を容易に発見することができるのである。
【００７７】
　第４実施例では、施錠具３３として南京錠を例に説明したが、かかる施錠具は必ずしも
これに限られるものではなく、役物カバーがセーフ球集合カバー、遊技盤の裏面、又は、
前面枠の裏面等に施錠することができる構成であれば良い。よって、例えば、前面枠にガ
ラス扉枠を施錠するために使用されるロックユニットと同種類の施錠装置を役物カバーの
施錠手段として適用しても良い。
【００７８】
　以下、本発明の変形例を示す。請求項１記載の遊技機において、前記封印具は、その封
印具が前記第１又は第２封印部の一方から取り外された場合に、その第１又は第２封印部
の一方に前記封印具の一部が残存するように構成されていることを特徴とする遊技機１。
よって、封印具が第１又は第２封印部の一方から取り外されて、カバー部材が不正に開封
された場合には、封印具の一部が第１又は第２封印部の一方に残存するので、カバー部材
の開封の痕跡を残すことができる。よって、かかる痕跡により、不正行為を早期に発見す
ることができるのである。
【００７９】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記封印具は、前記第１及び第２封
印部を連結する連結部材と、その連結部材、前記第１封印部または第２封印部の少なくと
もいずれか２つに跨って貼付される貼付部材とを備え、その貼付部材は、粘着材等で構成
された粘着層と、その粘着層が剥離可能に設けられる基材とを備え、前記粘着層は、その
貼付部材が貼付部分から剥がされた場合に前記基材から剥離して前記貼付部分に残存する
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ように構成されていることを特徴とする遊技機２。
【００８０】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記第１封印部に設けられる第１係
合部と、その第１封印部に対応して前記第２封印部に設けられる第２係合部とを備え、前
記封印具は、その第２封印部および第１係合部の一方を他方に施錠する施錠部材を備えて
いることを特徴とする遊技機３。
【００８１】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記封印具は、前記第１及び第２係
合部の一方を他方に施錠する施錠装置で構成されていることを特徴とする遊技機４。
【００８２】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記封印具は、前記第１又は第２封
印部の一方に設けられる係合突起と、その係合突起に対応して前記第１又は第２封印部の
他方に設けられ、前記係合突起の先端部が貫通して挿入可能な係合穴とを備え、その係合
穴へ挿入された前記係合突起の先端部をかしめることにより前記カバー部材を前記遊技盤
の裏面側に封印することを特徴とする遊技機５。
【００８３】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記第１又は第２封印部の一方の内
部にはストッパ部が設けられており、前記封印具は、第１又は第２封印部の他方に係合す
る係合部と前記ストッパ部に係止される係止部とを有する連結部材を備え、その連結部材
の係合部を前記第１又は第２封印部の他方と係合させるとともに、前記ストッパ部によっ
て前記連結部材の係止部を係止して、前記第１及び第２封印部を連結し前記カバー部材を
前記遊技盤の裏面側に封印することを特徴とする遊技機６。
【００８４】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から６のいずれかにおいて、遊技内容に応じて
球を払い出す払出機構が設けられ前記遊技盤の裏面側に開閉可能に配設される機構盤と、
その機構盤に取着されるとともに遊技の制御を行う制御基板が収容されその制御基板に接
続される接続部品が露出される開口が設けられた基板ボックスとを備え、前記カバー部材
は、前記遊技盤の裏面側に封印される場合に、前記基板ボックスの前記開口を覆うととも
に、そのカバー部材と前記遊技盤の裏面側との間に前記機構盤の一部を挟持するように構
成されていることを特徴とする遊技機７。
【００８５】
　この遊技機７では、機構盤に取着される基板ボックスは、接続部品を露出させる開口が
遊技盤の裏面側に封印されるカバー部材によって覆われるので、例えば、遊技内容を変更
するために制御基板の接続部品に「ぶら下げ基板」を接続する不正行為を抑制することが
できる。しかも、基板ボックスが取着される機構盤は、その機構盤の一部がカバー部材と
遊技盤の裏面側との間に挟持されるので、カバー部材とともに機構盤も遊技盤の裏面側に
一括して封印することができる。
【００８６】
　ところで、遊技機７のように遊技盤の裏面側とカバー部材との間に機構盤の一部が挟持
されると、その機構盤と遊技盤の裏面側との対向面間に間隙が生じてしまう。このため、
かかる間隙に可撓性を有するセル板や針金等を差し込んで、遊技盤の裏面側に露出した構
成部品に接触することができてしまう。よって、例えば、大入賞口を開閉させるソレノイ
ドが不正に操作されて、大入賞口が不正に開放されてしまうことがある。
【００８７】
　遊技機７において、前記遊技盤の裏面側と前記機構盤の一部との対向面間に生じる間隙
を塞ぐため、その機構盤の一部に並置されつつ前記遊技盤の裏面から前記カバー部材へ向
けて立設される仕切部材を備えていることを特徴とする遊技機８。この遊技機８では、遊
技盤の裏面からカバー部材へ向けて立設された仕切部材によって、遊技盤の裏面側と機構
盤との対向面間に生じる間隙を塞ぐことができる。よって、かかる間隙にセル板や針金等
が差し込まれることを防止することができる。
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【００８８】
　遊技機８において、前記遊技盤の裏面側に取着され前記遊技領域へ打ち込まれた球を所
定箇所へ誘導するとともに、前記仕切部材が一体的に形成された球誘導部材を備えている
ことを特徴とする遊技機９。
【００８９】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から９のいずれかにおいて、前記遊技盤の裏面
側に取着されるとともに、遊技の制御を行う制御基板が収容されその制御基板に搭載され
るコネクタ等の接続部品を露出させる開口が設けられた基板ボックスを備え、前記カバー
部材は、前記遊技盤の裏面側に封印される場合に、前記基板ボックスの前記開口を覆うよ
うに構成されていることを特徴とする遊技機１０。
【００９０】
　この遊技機１０では、遊技盤の裏面側に取着される基板ボックスは、遊技盤の裏面側に
封印されるカバー部材によって開口が覆われるので、かかる開口から露出される接続部品
に「ぶら下げ基板」が接続されたりする不正行為を抑制することができる。また、遊技盤
を単独で取引する場合や、遊技盤を工場内に保管する場合においても、遊技盤の裏面側に
封印されたカバー部材によって、遊技盤の裏面側に取着される基板ボックスの開口が覆わ
れるので、基板ボックスや遊技盤に配設される構成部品に行われる不正行為を抑制するこ
とができる。
【００９１】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から１０のいずれかにおいて、前記遊技盤の裏
面側に取着され前記遊技領域へ打ち込まれた球を所定箇所へ誘導するとともに、前記第２
封印部が一体的に形成された球誘導部材を備えていることを特徴とする遊技機１１。よっ
て、球誘導部材を遊技盤の裏面側に取着することにより、第２封印部を一緒に遊技盤の裏
面側に取り付けることができる。このため、第２封印部を別途、遊技盤の裏面側に取り付
ける必要がなく、遊技機の組立作業を簡素化することができるのである。
【００９２】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から１１のいずれかにおいて、前記第１又は第
２封印部の一方は、前記封印具による前記第１及び第２封印部の連結を可能にするために
、その第１又は第２封印部の一方を他方に対して所定位置に位置決めする位置決め部材を
備えていることを特徴とする遊技機１２。よって、第１及び第２封印部は位置決め部材に
よって所定位置に正確に位置決めされた後に、封印具により連結されるので、カバー部材
を遊技盤の裏面側に確実に連結することができる。また、これにより、例えば、ねじ部品
等の封印具によって第１封印部と第２封印部とを連結する場合に、無理なねじ込みが防止
されるので、第１封印部や第２封印部の破損を防止することができる。
【００９３】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から１１のいずれかにおいて、前記第１又は第
２封印部の一方は、前記封印具による前記第１及び第２封印部の非連結状態において、そ
の第１又は第２封印部の一方を他方に着脱可能に係着する係着部材を備えていることを特
徴とする遊技機１３。よって、第１及び第２封印部が係着部材により着脱可能に係着され
ることにより、封印具による前記第１及び第２封印部が未封印の場合に、カバー部材が不
用意に開放することを防止することができる。
【符号の説明】
【００９４】
１　　　　　　　　　　　　　前面枠（枠部材）
１ｆ　　　　　　　　　　　　挿嵌穴（係止部）
２，２０　　　　　　　　　　遊技盤
２ａ　　　　　　　　　　　　裏面（遊技盤の裏面側の一部）
２ｆ　　　　　　　　　　　　遊技領域
３，３１，５１　　　　　　　セーフ球集合カバー（遊技盤の裏面側の一部）
３ａ　　　　　　　　　　　　ベース板
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３ｅ　　　　　　　　　　　　封印ボス（第１連結部）
９，２１，３２　　　　　　　役物カバー（カバー部材）
９ｅ　　　　　　　　　　　　封印リブ（第２連結部）
１０　　　　　　　　　　　　機構盤
１０ｄ　　　　　　　　　　　補強梁（機構盤の一部）
１１　　　　　　　　　　　　賞球払出装置（払出機構）
１２　　　　　　　　　　　　主制御基板ボックス（基板ボックス）
１２ｃ　　　　　　　　　　　コネクタ口（コネクタ開口）
１３　　　　　　　　　　　　主制御基板（制御基板）
１３ａ　　　　　　　　　　　コネクタ
１６，４１　　　　　　　　　連結ねじ（封印手段の一部）
１７　　　　　　　　　　　　封印シール（封印手段の一部）
１８　　　　　　　　　　　　係着具（係着部材）
Ｐ，２０，３０，４０，５０　パチンコ機（遊技機）

【図１】 【図２】
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